
借 金 で お 困 り の 方 へ 
 

 

弁護士借金無料相談会があります 

○当日は、収入・支出と借入れ・ローンのバランスから、 
債務の整理、生活再建などのお悩みについてサポートさせ 
ていただきます。 
 

○中小事業者・個人事業者の方のご相談もお聴きします。 
 

借 金 問 題 は 必 ず 解 決 で き ま す 

一人で悩まずに、まずはお気軽に相談してください 

旭川弁護士会 弁護士無料電話相談 

   電 話 相 談 ０１６６－５１－９５２７ 
 （開催日時に随時受付、予約不要） 

令和７年１２月８日（月） １６：００～１９：００ 

令和７年１２月９日（火） １６：００～１９：００ 

なお、当日ご相談できない方につきましても、旭川弁護士会法律相談センター（面
談・有料相談）及び下記の窓口において、ご相談を受け付けておりますので、お気軽
にお電話ください。 

 

＜ 共催：旭川弁護士会、北海道、北海道財務局 ＞ 

北海道財務局 

多重債務相談窓口 

０１１-８０７-５１４４ 

（月）～（金） 9 時～12 時、13 時～17 時 

北海道 

貸金業相談窓口 

０１２０-１-７８３７２  

（月、金）10 時～12 時、13 時～16 時 


